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小牧市民憲章

一、健康で生きがいのある 明るいまちにしましょう。
一、感謝と思いやりのある あたたかいまちにしましょう。
一、緑とやすらぎのある 美しいまちにしましょう。
一、高い文化と教養のある 豊かなまちにしましょう。
一、希望と働く喜びのある 活気あふれるまちにしましょう。

一、こどもの夢への挑戦を応援することで元気になるまち
一、世代を越えて市民のつながりが生まれるまち
一、支え合うことでさらに住みよくなっていくまち

市制施行30周年

小牧市民憲章は、市民の道しるべとして、健康で明るい生活を送るため、ま
た、市民一人ひとりの心構えや果たすべき役割を明確化し、心ふれあう豊かな
社会を形成するため、小牧市制施行30周年を記念し、昭和60年5月15日に制
定されました。

私たちは、こどもの夢への挑戦をまち全体で応援することで、こどもを中心に
世代を越えて市民がつながり、支え合う、すべての市民が暮らしやすい、あたた
かいまちになっていくと確信します。
そこで、私たち小牧市民は、

このようなまちの実現に向け、小牧市を「こども夢・チャレンジNo.1都市」と
することを、ここに宣言します。

こども夢・チャレンジNo.１都市宣言は、小牧市の特徴である「子育て支援が
充実している」姿を一層高め、「こどもを中心に世代を越えて市民がつながり、
支え合う、すべての市民が暮らしやすい、あたたかいまち」を小牧市全体で目指
し、市内外に発信していくため、小牧市制施行60周年を記念し、平成27年5月
17日に宣言しました。

わたくしたち小牧市民は、小牧を

こども夢・チャレンジ No.1 都市宣言（要約）
市制施行60周年
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　世界的にも高水準で推移する高齢化率、想定を上回るスピー
ドで進む少子化、変化の激しい社会経済情勢等、先行き不透明
な時代においては、自らがフロントランナーとなる気概を持ち、未
来を切り拓くための「チャレンジ」を続けなければなりません。
　私は、これまで「改革と創造の市政」、「チャレンジする市政」
を掲げ、未来を見据えた様々な改革と小牧市の明るい未来につ
ながる新たなチャレンジに全力を注ぎ、信念とスピード感を持って
市政を運営してまいりました。
　「小牧市まちづくり推進計画」は、私のもと、小牧市が続けて
きた「チャレンジ」を具現化したもので、いくつかの特徴を持っています。
　第一に、「基本構想に相当するものとして市民憲章を位置づけ、基本計画は市長が定め
る。」というものです。基本構想は昭和60年に制定した「小牧市民憲章」にその役割を持た
せ、基本計画は平成27年に制定した「小牧市自治基本条例」において、「市長が基本計画
を定め、議会は計画に基づいた予算を議決する」ことを明文化しました。
　第二に、計画の構成として、市長マニフェストを落とし込み優先的に経営資源を投入する
「市政戦略編」と、行政が着実に実施する「分野別計画編」とに分けることで、限りある経
営資源をどのように配分するのかを明確にしました。
　第三に、市長マニフェストを計画に落とし込むため、４年ごとの市長任期にあわせて見直
すこととしました。
　これらの特徴を持つ「小牧市まちづくり推進計画第２次基本計画」は、第１次基本計画で
掲げた３つの都市ヴィジョンを承継し、ＳＤＧｓやダイバーシティの考えも包含するとともに、
ＤＸの推進やカーボンニュートラルの実現など、時代の潮流に対応すべく新たな視点を加
えた計画としました。
　今後はこの新しい計画のもと、「こどもが夢を育み、高齢者や障がい者をはじめ、誰もが
安心して暮らせる、持続可能で、魅力と活力あふれる夢ある小牧市」の実現に取り組んでま
いります。
　結びに、本計画の策定にあたってご尽力を賜りました小牧市まちづくり推進計画審議会
委員の皆様、市議会議員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の
皆様に深く感謝を申し上げます。

　　令和６年３月
小牧市長　山下 史守朗

市長あいさつ
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1 時代の潮流

変化の激しい時代にあって、財源・職員等の限りある行政の経営資源を最適に配分しながら、
より効果的・効率的で持続性・発展性に優れたまちづくりを着実に推進していくためには、市政を
取り巻く時代の潮流を的確に捉え、今後、発現や深刻さを増すことが予測される地域課題等に
柔軟かつ適切に対応していくことが求められます。

（１）人口減少・少子高齢化の進展
●我が国の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少が始まり、2050年

代には１億人、2060年代には9,000万人を割り込むと予想されています。
●令和４（2022）年の合計特殊出生率※は過去最低の1.26となり、出生数は統計開始後初

めて80万人を割り込みました。
●年齢３区分別人口でみると、65歳以上の割合は昭和25（1950）年以降一貫して上昇が

続いており、令和４（2022）年には過去最高の29.0％になりました。

（２）人生100年時代の到来
●令和３（2021）年の日本人の平均寿命は男性が81.47年、女性が87.57年でした。今後も

平均寿命は更に延び、令和32（2050）年には、女性の平均寿命は90歳を超えると予想さ
れています。

●人生100年時代の到来は、健康、趣味、仕事、学業等、多様な価値観に基づく一人ひとり
の人生設計に大きな影響を及ぼしてきます。

（３）ダイバーシティ※の実現
●ライフスタイルや価値観の変容、国際化や労働力不足等を背景に、性別・人種・国籍・年

齢・障がいの有無に関わらず、お互いを認め合い、それぞれの個性や能力を十分に発揮で
きる社会の構築を目指しています。

●国や自治体でも、具体的な取組として、法令等の整備や新たな制度の導入などが進んで
います。

2 3
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（４）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）※の推進
●データ流通量の増大やAI等の技術向上により、情報化を取り巻く社会環境は大きく変化

しており、業務の高度化や効率化への取組にはICTやデータの活用が不可欠となってい
ます。

●令和４（2022）年11月には、人工知能を使ったチャットサービスである「Chat-GPT」が公
開され、その精度の高さから世界的に注目を集めています。 

（５）カーボンニュートラル※に向けた機運の高まり
●我が国は、令和32（2050）年までに温室効果ガス※の排出を全体としてゼロにする、カーボ

ンニュートラルの実現を目指すことを宣言しています。
●その実現に向け、多くの自治体も「ゼロカーボンシティ※」を表明し、市民や事業者に対し

て、意識改革や環境に配慮した活動の普及等に取り組んでいます。

（６）大規模災害への備え
●近年、世界中で異常気象が発生し、我が国でも毎年のように大型台風やゲリラ豪雨による

大きな被害が発生しています。
●また、愛知県に甚大な被害をもたらすおそれがあり、概ね100年から150年間隔で繰り返

し発生している南海トラフ地震※は、前回の地震発生から70年以上が経過していることか
ら、次の地震発生の切迫性が高まっています。

（７）リニア中央新幹線の開業
●リニア中央新幹線は、令和９（2027）年以降の東京－名古屋間開業を目指して整備が進

められています。
●大阪まで全線開業すると、人口7,000万人の日本中央回廊※が形成され、愛知県はその

中心に位置することになります。

（８）厳しさを増す自治体経営
●全国の多くの自治体では、高齢化に伴う社会保障関連経費※の増大や老朽化した公共施

設の修繕・改築の増加等により、大変厳しい財政運営を強いられています。
●また、ライフスタイルや価値観の変容、社会情勢の変化等により市民ニーズも多様化して

おり、その対応による多忙化もみられます。
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2 小牧市の現状

（１）位置・地勢
本市は、愛知県の北西部、名古屋市

の北方約15km圏内に位置し、市域面
積は62.81km2で、東西約15km、南北
約９kmと東西に細長く、中央部から西
部が平坦地、東部が丘陵地という地形
をなしています。

市域の東部から南部は春日井市、豊
山町、北名古屋市、西部から北部は岩
倉市、江南市、大口町、犬山市に接して
います。

本市は、東名・名神高速道路、中央
自動車道、名古屋高速道路、国道41号
及び国道155号が交わる広域交通の結節点に位置するとともに、県営名古屋空港にも近接
し、広域的な交通アクセス面で極めて優れた立地条件を有しています。

■ 小牧市の位置

■ 小牧市の主要交通網

4 5
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（２）人口動態
①人口及び世帯数の推移

本市の人口は、平成27（2015）年の153,680人をピークに減少傾向が続いており、令
和５（2023）年には150,188人まで減少しています。

一方、世帯数は、概ね増加傾向が続いており、令和５（2023）年には69,507世帯まで増
加しています。

■ 人口・世帯数の推移（各年4月1日現在）

出典：「住民基本台帳」
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②自然増減、社会増減
自然増減数（出生数と死亡数の差）は、平成24（2012）年の323人をピークに減少傾向

となっており、平成29（2017）年以降はマイナスで推移しています。
一方、社会増減数（転入数と転出数の差）は、平成24（2012）年から令和元（2019）年

までは概ねプラス（転入超過）で推移していたものの、令和２（2020）年からはマイナス（転
出超過）となっています。

■ 自然増減数・社会増減数の推移

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口動態」
注）平成23・24年は４月１日～翌年３月31日、それ以降は１月１日～同年12月31日の合計
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③外国人人口
外国人人口は、令和２（2020）・３（2021）年は、コロナ禍の影響で対前年比マイナスと

なっているものの、いずれも小幅な減少にとどまっており、外国人の市内での定住が進んで
いることが見て取れます。

県全体の令和３（2021）年12月31日の外国人人口は26万5,199人、このうち本市が占
める割合（全体比）は3.80％であり、県内38市の中では高い方から６番目の上位に位置し
ています。

■ 外国人人口の推移（各年12月31日現在）

出典：出入国在留管理庁「在留外国人統計」

■ 令和3年（2021）年12月31日現在の外国人人口の上位10市（県全体に占める割合）

出典：出入国在留管理庁「在留外国人統計」
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（３）産業
令和３（2021）年６月１日現在、事業所数では「卸売業，小売業」が最も多く、「製造業」が

これに次いでいます。また、従業者数では、「製造業」が32.9％で突出しています。

卸売業，小売業

21.7%

製造業

（1,362）

16.9%

宿泊業，飲食

（1,065）

運輸業，郵便業

8.1%

サービス業
8.2%

（517）

建設業

（509）

8.0%

（505）
7.9%

（494）

医療，福祉

サービス業（他に分類

されないもの）

6.9%

（434）

不動産業，物品

賃貸業 6.6%

生活関連

（417）

（362）

サービス業，

娯楽業 5.8%

教育，学習支援業

3.6% （229）

現在

その他 6.3% (396)

Ｒ３．６．１

事業所

6,290

製造業

32.9%

（36,417）

卸売業，小売業

13.8%

（15,212）

運輸業，郵便業

12.7%

（13,995）

医療，福祉

7.9%

（8,726）

（4,337）

宿泊業，飲食

サービス業

（他に分類されないもの

9.8%

（10,787）

生活関連

サービス業

4.4%

（4,884）

建設業

3.2%

サービス業，

娯楽業 3.9%

支援業

（3,500）

教育，学習

3.2% （3,490）

公務（他に分類

されるものを除く）

その他

5.4%

3.0% （3,294） （5,930）

在現

Ｒ３．６．１

従業者数

110,572人

■  産業大分類別の事業所数及び従業者数の構成比（上位10業種） 
（令和３（2021）年６月１日現在）

出典：総務省「経済センサス-活動調査（速報集計）」
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本市が県内54市町村（38市14町２村）の中で、どのような産業を雇用の場として多く提供
しているのかを、産業別特化係数（本市のＸ産業の従業人口構成比÷県内54市町村のＸ産
業の従業人口構成比）で見ると、「運輸業，郵便業」が2.30で突出しています。つまり、本市
の「運輸業，郵便業」の従業者の構成比は、愛知県と比較して2.3倍も高いことから、産業構
造上の大きな特徴の１つと考えられます。

 

■ 産業大分類別の従業者数及び産業特化係数（令和３（2021）年６月１日現在）

出典：総務省「経済センサス-活動調査（速報集計）」
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（４）行財政
①歳入・歳出

決算総額は歳入・歳出ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大幅に増加し
た令和２（2020）年度以降を除くと、令和元（2019）年度までは増減を繰り返しながらも、
小幅な増加傾向で推移していました。

31,602 31,450 32,466 33,116 33,932 32,049 31,869

6,8047,265 6,774
10,654 9,730 11,023 8,357

1,137 848 694
1,018 577 1,936

2,3415,745 6,196 6,178
6,478 6,856

25,705

12,911
2,588 2,826 2,693

2,801 3,162

3,512

3,343

4,569 4,045 4,324

4,380 4,445

5,051

6,245

52,907 52,169 53,130

58,447 58,702

79,275

0

65,066

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

27

90,000

28

（2015）

29

（2016）

30

（2017） （2018）

令和元 ２

（2019）

３

（2020） （2021）

 （百万円）

（年度）

市税 その他自主財源 市債 国庫支出金 県支出金 その他依存財源

■ 歳入決算額の推移（普通会計ベース）

出典：愛知県市町村課「愛知県内市町村の財政状況資料集」
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②主要財政指標
財政基盤の強弱を

判断する指標の１つで
ある財政力指数※は、
平成27（2015）年度
以降、概ね対前年度
比プラスで推移して
おり、令和３（2021）
年度は1.22となりまし
た。

人件費※、扶助費※

及び公債費※など、毎
年度経常的に支出さ
れる経費に充当され
た毎年度経常的に収入される一般財源の割合であり、この比率が低いほど財政構造の
弾力性が高いとされている経常収支比率は、令和２（2020）・３（2021）年度はいずれも
88.7％と高い水準で推移しています。 

7,045 7,013 7,144 7,314 7,230 9,025 9,330

10,291 10,741 10,966 11,108 12,144 12,693
16,4252,396 2,491 2,450 2,325 2,168 1,729

1,542
6,883 5,814 5,123 6,602 5,533

11,723 7,46310,577 10,551 10,522 10,550 11,404

10,604 12,2656,588 5,801 5,198 6,441 4,246

4,091 4,859
7,193 6,941 8,398

11,697 12,588

26,719

9,89650,972 49,353 49,801

56,036 55,314

76,584

61,780

0

10,000

 20,000

30,000

40,000

 50,000

 60,000

70,000

80,000

27 28

（2015）

 90,000

（2016）

29 30

（2017） （2018）

令和元

（2019）

２ ３

（2020） （2021）

（百万円）

（年度）

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 物件費 繰出金 その他

■ 歳出決算額の推移（普通会計ベース）

出典：愛知県市町村課「愛知県内市町村の財政状況資料集」

■ 財政力指数及び経常収支比率の推移

出典：愛知県市町村課「愛知県内市町村の財政状況資料集」
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③公共施設
本市が所管する公共施設のうち、築30年以上の建物は、令和４（2022）年３月末時点

で総延床面積の59.1％を占めています。また、これらの６割を占める学校教育系施設は老
朽化が進んでおり、今後、建替え、大規模改修等の必要性が高まることが予測されていま
す。

 

■ 公共建築物の築年別の整備状況（令和４（2022）年３月末時点）

出典：「小牧市公共ファシリティマネジメント基本方針（公共施設等総合管理計画）」
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3 まちづくりの主要課題

限りある経営資源を効果的・効率的に活用するためには、時代の潮流や本市の現状を踏まえ、
本市における主要課題を的確に把握することが重要です。

（１）人口減少・少子高齢化への対応
●全国的な人口減少・少子高齢化が進む中、本市の人口も平成27（2015）年以降減少傾

向が続いており、あわせて少子高齢化も進んでいます。
●これからのまちづくりは、人口減少や少子高齢化によりもたらされる様々な問題を念頭に、

市全体若しくはそれぞれの地域ごとの特性に応じて社会環境を整えていく必要がありま
す。

（２）健康寿命※の延伸と生きがいづくり
●本市においても、今後、高齢者、認知症高齢者及び高齢者のみ世帯の増加が見込まれて

います。
●生涯を通じて生きがいを持ち、活力ある人生を過ごすためにも、生きがいづくりやフレイル※

予防等に注力することで、健康寿命を延伸していく必要があります。

（３）外国人市民との共生
●本市の外国人市民は、コロナ禍で一時的に１万人を下回る時期もありましたが、令和４
（2022）年以降は１万人以上を維持しています。

●国籍に関わらず、小牧市民としてお互いを尊重し、交流を深め、支え合うことで、多文化共
生のまちづくりを進める必要があります。

（４）誰もが恩恵を享受できるデジタル化の推進
●本市では、近年、スマート窓口※の実施や窓口でのキャッシュレス決済の導入等、デジタル

を活用した市民サービスの向上に取り組んでいます。
●今後も、デジタルデバイド※を解消しつつ、デジタルを活用することで利用者にとってわかり

やすく、使いやすいサービスを提供していく必要があります。
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（５）環境に配慮した取組の推進
●令和３年６月、本市は、令和32（2050）年を目途に二酸化炭素排出量実質ゼロを目標とす

る「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。
●その実現に向けては、行政はもとより、市民や事業者とともにあらゆる取組を進めていく必

要があります。

（６）地域のコミュニティ活動の再活性化
●令和２年からの約３年にわたるコロナ禍により、地域のコミュニティ活動は、中止や延期を

余儀なくされてきました。
●地域のつながり、コミュニティ活動などがこのまま失われることがないよう、地域の交流や

支え合い活動等の再開を支援していく必要があります。

（７）強みを活かした産業振興
●本市は、広域交通の結節点という強みを活かして、内陸工業都市として発展してきました。
●今後も、バランスの良い産業集積を持続的に高めるためには、成長産業の参入や新事業

の展開の促進、最先端技術を活用した生産性向上等の支援に取り組んでいく必要があり
ます。

（８）効果的・効率的な自治体経営
●歳出に占める義務的経費※の割合は、令和４（2022）年度決算で42.6％となり、10年前に

比べて3.1ポイント増加していることから、財政の硬直化が進んでいます。
●これまで以上に、限られた経営資源を適切に配分し、効果的・効率的な自治体経営を行っ

ていく必要があります。
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4 計画策定にあたっての前提

（１）将来人口推計
本市が統計的な手法を用いて推計を行った結果、将来人口（日本人と外国人の合計）は、

今後、一貫して減少傾向で推移し、その減少幅は年を経るごとに拡大すると予測していま
す。

年齢階層別に見ると、生産年齢人口（15～64歳）は、一貫して減り続ける一方、老年人口
（65歳以上）は、概ね増え続けますが、令和27（2045）年頃をピークに減少傾向に転じるな
ど、将来的には高齢者の人口も減少局面に入ると予測しています。

19,163 18,131 16,553 16,185 16,113 15,753 15,180 14,509 14,068

93,859 92,738 90,625 85,861
79,013 74,858 73,055 72,631 73,309

18,672
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■ 将来人口の推計結果

16 17

序 章



ＫＯＭＡＫＩ

平成27（2015）年度に推計した人口ビジョン※による人口の将来展望と今回推計した将来
人口を比較すると、シナリオ１（人口減少克服に向けた施策を実施しなかった場合）よりは上
回っていますが、シナリオ２（目指すべき将来の方向に沿った今後の施策の効果が現れた場
合）と比較すると、令和42（2060）年時点では2,326人少ない推計となっています。
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今回推計した将来人口

シナリオ１ 現状シナリオ（2015年推計）

シナリオ２ 出生率上昇シナリオ(2015年推計)

■ 人口ビジョンと今回の将来人口の推計
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（２）扶助費の推計と公共施設の長寿命化計画
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた数年間を除くと、全体の傾向としては、扶助費

の実績額は一貫して増加傾向で推移しています。今後も高齢化の進展に伴い、この傾向は
変わらないと予測しています。

公共施設の老朽化等に伴い、適切に維持管理していくための修繕や改築等が必要になっ
ていくことから、計画的に施設の長寿命化に取り組む必要があります。
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コロナ対応含む

(単位：億円) 

実績額 推計額

■ 扶助費の実績と推計結果

■  建築物の⻑寿命化を図り築80年で建替え、さらに、適正配置計画の取組を反映し、費⽤の平準化を
⾏った場合

出典：「小牧市公共施設⻑寿命化計画」
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（３）推計を踏まえた自治体経営
人口が年々増加し、経営資源（予算、職員）も「右肩上がり」であった時代は、毎年増加する

経営資源をどのように配分し事業を拡大していくかに注力していましたが、人口が減少し、経
営資源も「右肩下がり」に突入していくこれからの時代は、限られた経営資源をどのように配
分し、全体の最適化を図るかに注力していく必要があります。

本市においても、人口が減少し経営資源が「右肩下がり」に突入しています。先行き不透
明な時代においては、その時々の経営資源において、どのように行政サービスの「全体最適
化」と「効率の最大化」を図るかが重要であることから、策定時点の状況で記載した内容に
固執することなく、事業の実施にあたっては柔軟に対応してまいります。

 

年度

前年度の事業を
基準に、毎年増加
する経営資源（予
算、職員）を配分
する（事業を拡大
する）ことに注力

（これまで）
右肩上がりの時代

（これから）
右肩下がりの時代

経営資源（予算、
職員）の減少に合
わせて、既存事業
の見直しによる真
に必要な施策・事
業の選択と集中

が不可欠

新規・拡大の施策・事業
と廃止・縮小の施策・事
業を一体で計画するこ

とが必要

経営の視点に基づく
最適化

新規・拡大する
施策・事業を中心に
計画することで十分

行政サービスの拡大
による満足度の向上
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